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安心してください！

マイナンバーカードは安全です！

Q1　マイナンバーカードを落としても大丈夫？ 
顔写真入りのため、第三者がなりすますことはできません。マイナンバーカードの利用には、暗証番号による
認証が必要なため、他人が悪用することは困難です。

Q2　マイナンバーを見られても大丈夫？
マイナンバーを利用する手続きでは、顔写真付きの本人確認書類などでの
本人確認が必要であるため、悪用はできません。
Q3　個人情報は大丈夫？ 
ICチップ部分には、税や年金などの情報は入っていません。「健康保険証
としての利用申込」や「公金受取口座の登録」をしても、「薬剤情報」や「預
貯金額」などが記録されるわけではありません。

１
１
９
番
通
報
の
ポ
イ
ン
ト

①
ま
ず
は
安
全
の
確
保

通
報
者
本
人
が
火
事
や
事
故
に
巻
き
込

ま
れ
て
は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず

は
周
辺
を
確
認
し
安
全
な
場
所
に
移
動
す

る
な
ど
、自
身
の
安
全
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

②
正
確
な
場
所
を
伝
え
る

消
防
車
や
救
急
車
が
い

ち
早
く
出
動
す
る
た
め
に

は
、
正
確
な
場
所
の
特
定

が
重
要
で
す
。
は
っ
き
り

と
し
た
住
所
が
分
か
ら
な

い
場
合
は
、
近
く
の
目
標

物
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

③
指
令
課
員
の
問
い
か
け

に
答
え
る
だ
け

焦
る
気
持
ち
を
抑
え
て
、

指
令
課
員
か
ら
の
質
問
に

「
ゆ
っ
く
り
・
正
確
に
・

は
っ
き
り
」
と
答
え
る
こ

と
を
意
識
く
だ
さ
い
。

「
早
く
来
て
」で
電
話
を
切
ら
な
い
で
！

通
報
を
受
け
た
指
令
課
員
と
現
場
に
向

か
う
救
急
隊
・
消
防
隊
は
別
で
す
。
電
話

で
話
し
て
い
る
間
に
も
、
消
防
車
や
救
急

車
は
現
場
に
向
か
っ
て
出
動
し
て
い
ま
す
。

安
心
し
て
、
現
場
の
詳
し
い
状
況
を
指
令

課
員
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

11
月
９
日
は
１
１
９
番
の
日

正
確
な
情
報
が
迅
速
な
出
動
の
カ
ギ

１
１
９
番
通
報
は
突
然
の
こ
と
な
の
で
慌
て
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
誤
っ
た
情
報
や
早

口
の
通
報
で
は
、
ど
こ
で
、
誰
が
、
ど
ん
な
状
況
か
分
か
ら
な
い
た
め
、
消
防
車
や
救
急

車
の
到
着
や
対
応
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
迅
速
な
出
動
や
ス
ム
ー
ズ
な
現
場
活
動
に
つ

な
げ
る
た
め
、
正
確
な
通
報
に
協
力
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

消
防
局
総
務
課　

☎
22
-８
８
８
２

マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されていません。また、偽造
防止のためのさまざまなセキュリティ対策が施されています。

◎問い合わせ　マイナンバーカードサポートセンター　☎23-2774

・カードの紛失や盗難の場合は、24時間365日体制で一時利用停止が可能！
（マイナンバーカード総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178）
・アプリごとに暗証番号を設定でき、一定回数間違えると機能ロック！
・不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れる仕組み！

万全の
セキュリティ対策！

通報者 消防局 救急隊

救急です

１１９番消防です
火事ですか？
救急ですか？

救急車を向かわ
せる場所を教え
てください。

だれが、
どうしましたか。

〇〇町〇〇番地
です。〇〇商店の

隣です。

〇〇代の男性で
す。転んで足を
けがしています。

この後、詳しく状況を聞きます。電話を
切らず落ち着いて話してください。

出動準備

出動

納
期
内
納
付
と
自
主
納
付
が
原
則

市
が
扱
う
税
金
に
は
、
市
県
民
税
や
固

定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
法
人
市
民
税

の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
税
金
は
納
期
内
納
付
と
自
主
納
付

が
原
則
で
す
。

便
利
な
口
座
振
替
で
納
付
忘
れ
防
止

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
「
Ｗ
ｅ

ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」
で
は
、
個

人
の
口
座
で
あ
れ
ば
、
口
座
振
替
依
頼
書

の
記
入
や
届
出
印
が
不
要
で
、
金
融
機
関

に
出
向
く
必
要
な
く
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

利
用
で
き
る
金
融
機
関
な

ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

※
従
来
通
り
、
市
内
の
金
融
機
関
窓
口
で

の
申
し
込
み
も
可
能

ア
プ
リ
な
ど
で
も
支
払
い
が
可
能
に

eL
マ
ー
ク
が
記
載
さ
れ
て
い
る
納
付
書

で
は
、
24
時
間
３
６
５
日
、
地
方
税
お
支

払
い
サ
イ
ト
や
各
種
ス
マ
ホ

ア
プ
リ
な
ど
で
支
払
い
が
可

能
で
す
。
詳
し
く
は
、
地
方

税
お
支
払
い
サ
イ
ト
を
確
認
く
だ
さ
い
。

※
令
和
６
年
度
、
本
市
で
は
市
県
民
税

（
普
通
徴
収
）・
森
林
環
境
税
、
固
定
資

産
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険

税
が
対
象

納
付
忘
れ
も
「
滞
納
」
で
す

納
付
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
こ
と
を

「
滞
納
」
と
い
い
ま
す
。
う
っ
か
り
や
不

注
意
に
よ
る
納
付
忘
れ
で
あ
っ
て
も
滞
納

に
な
り
ま
す
。
納
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
本

税
の
ほ
か
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
も
併

せ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
と
き

病
気
や
失
業
、
災
害
な
ど
、
や
む
を
得

な
い
理
由
で
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
人
の

た
め
に
、
納
税
相
談
を
随
時
行
っ
て
い
ま

す
。
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
際
は
、
そ
の

ま
ま
放
置
せ
ず
、
早
め
に
相
談
く
だ
さ
い
。

毎
週
木
曜
日
は
、
納
税
管
理
課
と
保
険

年
金
課
で
19
時
ま
で
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

滞
納
が
続
く
と
滞
納
処
分
さ
れ
ま
す

税
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
国
税
徴
収

法
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
が
「
滞
納

処
分
」
で
す
。
滞
納
の
状
態
が
続
く
と
、

滞
納
し
て
い
る
人
の
財
産
（
預
貯
金
や
給

与
、
生
命
保
険
、
不
動
産
な
ど
）
を
差
し

押
さ
え
て
、
滞
納
し
て
い
る
市
税
に
充
当

し
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
滞
納
者
宅

の
捜
索
や
自

動
車
の
タ
イ

ヤ
ロ
ッ
ク
を

行
い
、
公
売

し
ま
す
。
滞

納
処
分
は
、
本
人
承
諾
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
行
い
ま
す
。

勤
め
て
い
る
人
の
納
付
方
法

会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
人
の
市
県
民

税
は
、
特
別
徴
収
制
度
に
よ
る
給
与
差
し

引
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
制
度
は
、
雇

用
主
が
従
業
員
の
給
与
か
ら
預
か
っ
て
納

入
す
る
制
度
で
す
。
雇
用
主
の
皆
さ
ん
は
、

納
入
期
限
ま
で
に
納
入
く
だ
さ
い
。

雇
用
主
の
皆
さ
ん
へ

従
業
員
が
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
る

場
合
、
会
社
に
給
与
な
ど
の
調
査
を
依
頼

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
調
査
へ
の
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

税金税金はは納付期限納付期限までにまでに
納めましょう納めましょう

税金は、福祉や教育、生活環境整備など行政サービスを提供するた
めの重要な財源です。 私たちが健康で豊かな暮らしを送るために欠かせ
ない財源である税金を、定められた期限までに納付しましょう。

◎問い合わせ 市税について 納税管理課　☎23-2126
 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について
  保険年金課　☎23-7144
 介護保険料について 介護保険課　☎23-2596

　　　 納期
 税目

12/2
㈪

12/25
㈬

1/31
㈮

2/28
㈮

3/31
㈪

固定資産税 ● ●

市 県 民 税 ●

国 民 健 康
保 険 税 ● ● ● ● ●

後期高齢者
医療保険料 ● ● ● ●

介護保険料 ● ● ● ●

11月以降の税金および保険料の納付期限

POINT


